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大阪証券取引所との現物市場の統合に伴う業務規程等の一部改正について 

 

平成２５年４月２６日 

株式会社東京証券取引所 

 

Ⅰ 改正趣旨 

当取引所は、業務規程等の一部改正を行い、本年７月１６日から施行します（詳細については

規則改正新旧対照表をご覧ください。）。 

今回の改正は、株式会社大阪証券取引所（以下「大証」といいます。）の現物市場を株式会社

東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の現物市場に統合するにあたり、大証の市場第一

部・第二部（以下「大証本則市場」といいます。）に上場している銘柄を東証の市場第一部・第

二部（以下「東証本則市場」といいます。）に上場するとともに、大証のＪＡＳＤＡＱに上場し

ている銘柄を新設する東証のＪＡＳＤＡＱに上場するほか、現在、大証に上場しているその他の

現物商品を新たに東証市場でも取り扱うこととするなど、東証の上場制度、取引参加者制度及び

売買制度等について所要の整備を行うものです。 

 
Ⅱ 改正概要 （備  考） 

１．上場制度  

（１）本則市場 
ａ．統合に伴う上場銘柄の引継ぎ 
・ 本制度改正の実施日（以下「統合日」といいます。）の前日におい

て東証に上場していない大証本則市場の上場銘柄は、統合日において

東証本則市場に上場することとします。   
・ 大証単独上場銘柄のうち、統合日前日に大証において市場第一部に

指定されていたものについては、統合日において東証の市場第一部銘

柄に指定します。 
・ 統合日前日に東証本則市場と大証本則市場の双方に上場している銘

柄のうち、東証の市場第二部銘柄であって、大証の市場第一部銘柄で

あるものについては、統合日において、東証の市場第一部又は市場第

二部のいずれかを上場市場区分として、当該銘柄の発行者が選択する

ものとします。 
 

 
 
・有価証券上場規程（以下「上

場規程」という。）付則第２

条第１項 
・上場規程付則第２条第１項 
 
 
・上場規程付則第２条第３項 
 
 
 

ｂ．上場審査基準 
・ 東証の現行制度を踏襲します。 
 

 
・上場規程第２０５条、第２

０７条等 
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ｃ．上場廃止基準 
・ 東証の現行制度を踏襲します。 
 

 
・上場規程第６０１条等 

ｄ．市場第一部銘柄指定基準・市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への

指定替え基準 
・ 東証の現行制度を踏襲します。 
 

 
 
・上場規程第３０８条、第３

０９条、第３１１条等 
 

ｅ．上場関係料金 
・ 東証の現行制度を踏襲します。 
 

 
・有価証券上場規程施行規則

（以下「上場規程施行規則」

という。）第７０９条等 
 

（２）ＪＡＳＤＡＱ市場 
・ 東証においてＪＡＳＤＡＱを新設します。 
・ 統合日前日において大証のＪＡＳＤＡＱに上場している銘柄は、統

合日において東証のＪＡＳＤＡＱ（以下「東証ＪＡＳＤＡＱ」といい

ます。）に上場することとします。ただし、統合日前日において東証

本則市場と大証のＪＡＳＤＡＱ、又は東証のマザーズと大証のＪＡＳ

ＤＡＱに重複して上場している銘柄については、東証本則市場若しく

は東証ＪＡＳＤＡＱのいずれか一方、又は東証のマザーズ若しくは東

証ＪＡＳＤＡＱのいずれか一方を上場市場として、統合日において当

該銘柄の発行者が選択するものとします。 
 

 
・上場規程第１０３条 
・上場規程付則第８条第１項

及び第３項 

ａ．上場審査基準・上場廃止基準 
・ 原則として、大証の現行制度を踏襲します。   
 

 

・上場規程第２１６条の３、

第２１６条の５等 

・上場規程第６０４条の２等 

 

ｂ．上場関係料金 
・ 原則として、大証の現行制度を踏襲します。 
 

 

・上場規程施行規則第７０９

条の２等 
 

（３）上場市場の変更 
・ 東証ＪＡＳＤＡＱから本則市場又はマザーズへの上場市場の変更、

及び本則市場又はマザーズから東証ＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変

更の制度を新設します。 

 

・上場規程第３１２条、第３

１３条の２、第３１３条の

５等 
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（４）会社情報の適時開示 
・ 東証の現行制度を踏襲します。 
 
・ ただし、東証ＪＡＳＤＡＱのグロース区分の上場銘柄については、

３か年の経営計画（以下「中期経営計画」といいます。）の策定及び

当該中期経営計画に基づく投資者向け説明会の実施（投資者向け説明

会の開催に相当する活動の実施を含む。）を義務づけることとします。 
 

 
・上場規程第２編第４章第２

節 
・上場規程第第４２１条の３

及び第４２１条の４ 

（５）会社行動規範 
・ 東証の現行制度を踏襲します。 
・ ただし、東証ＪＡＳＤＡＱのグロース区分の上場銘柄にあっては、

次の①～④について、上場日から１年を経過した日以後最初に終了す

る事業年度（①にあっては、上場日以後最初に終了する事業年度）に

係る定時株主総会の日まで適用を免除します。 
①独立役員の確保 
②取締役会、監査役会又は委員会及び会計監査人の設置 
③監査証明を行う公認会計士等への会計監査人の選任 
④業務の適正を確保するために必要な体制の整備に係る決定 

 

 

・上場規程第２編第４章第４

節 
 
 
 
・上場規程第４３６条の２ 
・上場規程第４３７条 
・上場規程第４３８条 
・上場規程第４３９条 

（６）実効性確保措置 
・ 東証の現行制度を踏襲します。 

 

 

・上場規程第２編第５章 

（７）優先株等、債券及び転換社債型新株予約権付社債券に関する取扱

い 
・ 東証の現行制度を踏襲します。 
 
・ 統合日前日において、大証に上場する優先株等、債券又は転換社債

型新株予約権付社債券のうち東証に上場していないものについては、

統合日において東証に上場するものとします。 
 

 

 

・上場規程第３編第１章、第

４編第１章及び第２章 

・上場規程付則第１４条 

（８）受益証券及び投資証券その他新商品に関する取扱い 
ａ．ＥＴＮ（外国指標連動証券） 
・ 東証の現行制度を踏襲します。 

 

 

 

・上場規程第９４１条等 
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ｂ．ＥＴＦ 
・ 東証の現行制度を踏襲します。 
・ 統合日前日において東証に上場していない大証ＥＴＦ市場の上場銘

柄は、統合日において東証ＥＴＦ市場に上場することとします。 
 

 

・上場規程第１１０１条等 

・上場規程付則第１１条第１

項 

ｃ．不動産投資信託証券 
・ 東証の現行制度を踏襲します。 

 

 

・上場規程第１２０１条の２

等 

ｄ．ベンチャーファンド 
・ 東証においてベンチャーファンド市場を新設します。 
・ 統合日前日において大証のベンチャーファンド市場に上場している

銘柄は、統合日において東証のベンチャーファンド市場に上場するこ

ととします。 
・ 原則として、大証の現行制度を踏襲します。ただし、市場の信頼性・

利便性向上の観点から、次の見直しを行うこととします。 
① 予備申請制度を新たに設けることとします。 
② 新規上場、適時開示及び上場廃止に関して実質的な判断を伴

う部分についてのガイドラインを新設し、その作成、変更及

び廃止に関する業務を自主規制法人に対して委託すること

とします。 
 

 

・上場規程第１３０１条等 

・上場規程付則第１１条第１

項 

 

 

 

・上場規程第１３０２条 

・上場規程第１３０６条等 

 

 

ｅ．カントリーファンド（外国投資証券） 
・ 東証においてカントリーファンド市場を新設します。 
・ 統合日前日において大証のカントリーファンド市場に上場している

銘柄は、統合日において東証のカントリーファンド市場に上場するこ

ととします。 
・ 原則として、大証の現行制度を踏襲します。ただし、市場の信頼性・

利便性向上の観点から、次の見直しを行うこととします。 
① 予備申請制度を新たに設けることとします。 
② 不動産投資信託証券の上場制度と同様に、上場申請者に資産

運用会社を加えるほか、資産運用会社に関する上場審査基

準・適時開示基準・上場廃止基準を新たに設けることとしま

す。 
③ 新規上場、適時開示及び上場廃止に関して実質的な判断を伴

う部分についてのガイドラインを新設し、その作成、変更及

び廃止に関する業務を自主規制法人に対して委託すること

 

・上場規程第１４０１条等 

・上場規程付則第１１条第１

項 

 

 

 

・上場規程第１４０２条 

・上場規程第１４０１条、第

１４０５条第１号等 

 

 

・上場規程第１４０６条等 
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とします。 
 

ｆ．新商品に関する実効性確保措置 
・ 東証の現行制度を踏襲します。 

 

 
・上場規程第１３１７条、第

１４１４条等 
 

ｇ．新商品に関する上場規則の再構成 
・ ＥＴＦに関する規則と、ＥＴＦ以外のファンドに関する規則につい

て、定義規定を設けて用語の整理を行うとともに、それぞれを一つの

編としてまとめ、「第５編 ＥＴＦ」及び「第６編 ファンド」とし

て再構成することとします。 
 

 
・上場規程第１００１条、第

１２０１条 

２．取引参加者制度の整備について  

（１）市場統合に際しての取引資格の取扱い 
・ 東証の現行制度を踏襲します。 
・ 総合取引参加者は、東証ＪＡＳＤＡＱに上場する有価証券の売買も

行うことができることとします。 
 
・ 統合日前日の時点で東証の総合取引資格を有しない、大証の現物取

引参加者又はジャスダック取引参加者に対して、当取引所の市場にお

いて、有価証券の売買を行うための取引資格（現物取引資格）を統合

日に付与します。 
・ 有価証券オプション取引を行う総合取引参加者及び有価証券オプシ

ョン取引参加者は、株式会社日本証券クリアリング機構における指数

先物等清算資格の取得又は指数先物等他社清算参加者との間で同機

構の業務方法書に規定する清算受託契約の締結をしなければならな

いものとします。 
 

 
 
・取引参加者規程（以下「取

参規程」という。）第２条第

２項 
・取参規程付則第２項等 

 
 
 
・取参規程第２４条の３第３

項等 
 
 

（２）取引参加料金 
・ 東証の現行制度を踏襲します。 
・ ただし、東証ＪＡＳＤＡＱの立会取引に係る取引参加料金について

は、大証のＪＡＳＤＡＱに係る取引参加料金制度を踏襲します。 

 
 
・取引参加料金等に関する規

則第３条の５第１項等 
 

３．売買制度の整備について  

（１）売買制度 
・ 東証の現行制度を踏襲します。 
・ ただし、東証ＪＡＳＤＡＱに上場する出資証券の配当落等の期日に

 
 
・業務規程第９条第３項等 
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ついては、大証のＪＡＳＤＡＱの現行制度における取扱いを踏襲しま

す。 
 
（２）信用取引・貸借取引制度 
ａ．統合に伴う制度信用銘柄・貸借銘柄の引継ぎ 
・ 大証単独上場銘柄又は大証ＪＡＳＤＡＱ銘柄（ＪＡＳＤＡＱ重複上

場銘柄を除きます。）のうち、統合日前日に制度信用銘柄又は貸借銘

柄であるものについては、統合日において、それぞれ東証の制度信用

銘柄又は貸借銘柄に選定します。 
・ 統合時重複上場銘柄又はＪＡＳＤＡＱ重複上場銘柄のうち、統合日

前日に大証においてのみ貸借銘柄に選定されている銘柄については、

統合日において東証の貸借銘柄に選定します。 
・ 新設される東証カントリーファンド市場及び東証ベンチャーファン

ド市場の上場銘柄についても、制度信用取引・貸借取引の対象としま

す。 
 

 

 

・制度信用銘柄及び貸借銘柄

の選定に関する規則（以下

「選定規則」という。）付則

第２項 

・選定規則付則第３項 

 

 

・信用取引・貸借取引規程第

７条第１項 

ｂ．制度信用銘柄の選定及び選定取消し基準 
・ 制度信用銘柄に係る選定基準を現行の大証の基準に準じた基準に変

更し、債務超過でない銘柄については、制度信用銘柄に選定すること

とします。 
・ 制度信用銘柄のうち直近事業年度において債務超過になった銘柄

は、選定を取り消します。 
 

 

・選定規則第２条第１項第２

号等 

 

・選定規則第５条第１号 

 

ｃ．貸借銘柄の選定及び選定取消し基準 
・ 現行の東証の基準を踏襲します。 
 

 

・選定規則第３条等 

ｄ．指定証券金融会社 
・ 指定証券金融会社について、１社を指定します。 
 

 

・業務規程施行規則第１条の

２ 

  

ｅ．規制措置等に係るガイドライン 
・ 市場統合前の東証のガイドラインを踏襲します。 
・ 大証単独上場銘柄について統合日前日において、大証で行われてい

る措置については、統合日において東証が引き継ぎます。 
 

 

※後日通知にてご案内しま

す。 

ｆ．信用取引残高の公表 
・ 大証単独上場銘柄については、統合日に東証に新規上場した銘柄と

 

※後日通知にてご案内しま
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Ⅲ 施行日 

・ 平成２５年７月１６日から施行します。 
以 上 

して取り扱います。 
 

す。 

 

４．売買システムの整備について  

・ 現物市場に係る売買システムは、東証の売買システムを利用するこ

ととします。 
 

  

５．その他  

・その他所要の改正を行うものとします。  


